
■J:COM中央区民センター・中央会館のご利用について（2020年 5月 26日更新） 

 緊急事態宣言の解除や緊急事態措置の原則解除を受けて、施設の使用制限要請が大幅に

緩和されましたので、5月 27日(水）以降、適切な感染予防対策の実施を前提に「小規模イ

ベント（100 名以下、かつ定員の半数以下の参加人数）でのご利用を可能」といたします。 

※「使用申込書」、「申込手続き確認書」及び「誓約書」は、こちら（⇒ＰＤＦ） 

 

※各室の利用制限人数 

J:COM中央区民センター   中央会館 

ホール 100 名   ホール 50名 

第 2会議室 17名   第 1会議室 18名 

第 3会議室 25名   第 2会議室 18名 

第 4会議室 10名   第 3会議室 7 名 

和室  7 名   第 4会議室 18名 

      第 5会議室 15名 

      和室 10名 

 

※今後、国や府の動向等により対応(緩和のさらなる拡大や自粛要請等の再開

等)が変わる場合があります。ご了承のほどお願いいたします。 

市民の皆様には、引続きご不便をおかけいたしますが、感染拡大防止のためご

理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.osakacommunity.jp/chuo/pdf/200331%20moushikomisho.pdf


 

 

 


